車両売払い案内書

１　売払い車両
　　　(1)車名・型式　　普通乗合自家用車（日野　ＫＬ－ＲＵ１ＪＨＥＡ）
　　　(2)台数　　１台
　　　(3)登録番号　　北見　２００ は ２８
　　　(4)初年度登録年月　　平成１３年１月
　　　(5)車検有効期限　　令和９年１月２４日
　　　(6)走行距離　　６２２，５７６ｋｍ（令和８年２月６日現在）
２　入札参加資格
　　　　申し込みは、個人、法人を問わず行うことができますが、次のいずれかに該当する方は申し込みできません。
　　　　①　未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人（ただし、契約締結のために必要な同
意を得ている者は除く。）
　　　　②　破産者で復権を得ない者
　　　　③　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者及び美幌町暴力団の排除の推進に関する条例第7条第1項に規定する暴力団員等
　　　　④　契約に関して不正行為を行い、競争入札への参加を排除されている者
　　　　　⑤　市町村税に滞納がある者 
３　入札参加受付期間・申込方法
　　　(1)受付期間
　　　　　令和８年３月２日（月）から令和８年３月１６日（月）まで
 　　 (2)申込方法
　　　　　①必要書類を受付期間の平日午前８時４５分から正午及び午後１時から午後５時３０分までに受付場所へ提出
　　　　　②必要書類を受付場所へ郵送で提出（受付期間内必着）
　　　(3)提出書類
　　　　　入札参加を希望される方は、次の書類を提出してください。
　　　　　① 動産売払入札・見積参加希望申込書
　　　　　② 市町村が発行した納税証明書又は非課税証明書（発行日から１ヶ月以内のもの）
　　　　　③ 誓約書
　　　(4)受付場所・問合せ先
　　　　　美幌町役場　総務部財務課契約財産グループ（庁舎２階１７番窓口）
　　　　　〒092-8650　北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地
電話0152-77-6531




４　入札保証金の納付
　　　　入札参加を申し込みされた方は、当該車両の入札金額（税抜）に、その金額の１０％に相当する額を加算した金額（見積額）の１００分の５以上の金額を入札保証金として令和８年３月１６日（月）までに必ず納めていただく必要があります。
　　　　入札保証金が不足した場合は、入札が無効となりますのでご注意ください。
　　　　<例>　
入札金額：2,000,000円（税抜）（入札書記載額）
見　積　額：2,200,000円（税込）（入札金額×10％）
入札保証金：2,200,000円×5/100（見積額×5/100）
　　　　　＝110,000円（11万円以上を入札保証金として納付）
５　入札車両の公開方法及び場所
　　　(1)公開方法　　車両の確認を希望される方は、申込受付期間中に契約財産グループ
（0152-77-6531）にご連絡ください。
　　　(2)公開場所　網走郡美幌町字稲美５６番地の３　　美幌町学校給食センター
６　入札・開札について
　　　(1)開札日時　　令和８年３月１７日（火）　午前１０時００分
　　　(2)開札場所　　美幌町役場庁舎２階 第２会議室
　　　(3)入札方法について
[bookmark: _Hlk65497039]　入札参加者の立会いの負担軽減等を図る観点から、入札者が一堂に会しての入札は行わず、入札期限以前の持込（総務部財務課契約財産グループへ）、郵送による入札（入札期限必着）
を認めます。
入札期限は、参加受付日時までとし、期限までに入札書の提出をお願いいたします。
(4)開札について
開札についても上記と同様の理由により、入札者が一堂に会しての開札は行いません。開札
は、入札業務に携わらない第三者職員の立ち合いのもと、厳正に実施いたします。落札者は
予定価格以上の最高額のものとし、落札者となるべき入札者が2人以上あるとき（入札額が
同価の場合）は、対象者にくじ引きになる旨、電話連絡いたします。なお、このくじ引きを
辞退することはできません。入札参加者には、入札結果について電話連絡いたします。
また、開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに再度入札を行いますが、再度入札によ
っても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
その他、別紙「入札心得書」の内容を熟読のうえ、入札に参加してください。
７　契約の締結及び売買代金の支払い
　　　(1)契約の締結
　　　　落札者は、落札決定後直ちに、売買契約を締結しなければなりません。
　　　(2)売買代金の支払い
　　　　　売買代金は、契約を締結した日から７日以内に一括して納付しなければなりません。なお、事前に納付いただいた入札保証金を売買代金の一部に充当することも出来ます。
８　売払い車両の引渡し及び移動
　　　(1)　名義変更の手続き、自賠責保険の手続き及び車両の移動等は、落札者が自らの費用負担で
行うこととします。

　　　(2)　名義変更の手続き等は、令和８年４月３０日（木）までに完了していただき、自動車検査
証を提示してください。
　　　(3)　売払い車両の引渡しは、売買代金全額の支払いが完了し、名義変更等必要な手続きの完了を確認した後に行うものとします。
　　　(4)　売払い車両に記載されている「美幌町」等の文字は、落札者が抹消してください。また落札者は、抹消したことが確認できる写真を提出して下さい。
９　注意事項
　(1)　売払い車両は、現状のまま引渡します。売買契約締結後や引渡し後に、不良箇所等があることを発見しても、契約の解除、売買代金の減額、損害賠償の請求をすることはできません。
　(2)　名義変更手続き等については、関連法令等を遵守してください。
　(3)　車両の搬出は、引渡し以降すみやかに行ってください。
